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法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

山口労務経営管理事務所 7月号

Ｙａｍａｇｕｃｈｉ Ｈｕｍａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＆Ｌａｂｏｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅ Times

令和7年

● カスハラ・就活セクハラ対策を盛り込む法改正が行われます

６月４日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を

改正する法律が参議院本会議で可決・成立しました。一部を除き、公布の日から起算して１年６月以内で政令で定め

る日に施行されます。

1. ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】

カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すととも

に、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国

が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び

労働者の責務を明確化する。

職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う

国の責務を定める。

2. 女性活躍の推進【女性活躍推進法】

男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主

及び特定事業主に義務付ける。

女性活躍推進法の有効期限を令和18年３月31日まで、10年間延長する。

女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基

本原則において明確化する。

政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。

女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の認定要件に、

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。

特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

3. 治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】

事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、

当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。

■ 【厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の

一部を改正する法律案の概要」】

https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
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10日

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年金事務所または健保組合］＜７月１日現在＞

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞

○ 労働保険の概算保険料の申告と確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局または銀行］

15日

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月30日の現況＞の提出［税務署］

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］

31日

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休業４日未満、４月～６月分＞

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第2期＞［郵便局または銀行］ ※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 7月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● iDeCoの加入年齢 70歳未満までに引上げ（6/14）

個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入上限年齢が引き上げられる。現在は第１号被保険者と第３号被保険者は原則60歳ま

で、第２号被保険者は65歳未満とされているが、改正後は一律70歳未満とし、老後資産の形成を促進する。施行は、改正法

の公布から３年以内。


